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１ 背景と目的                                              

全国の地方公共団体では、厳しい財政状況が続く中で、今後人口減少等により公共施設

等の利用需要が変化していくことが予想されることを踏まえ、早急に公共施設等の全体の

状況を把握し、長期的な視点をもって、更新・統廃合・長寿命化等を計画的に行うことに

より、財政負担の軽減・平準化を図ると共に、公共施設等の最適な配置を実現することが

必要となっています。 

国では平成２５年１１月には、「インフラ長寿命化基本計画」が策定され、当町において

もこの計画の行動計画として平成２８年度に「横芝光町公共施設等総合管理計画」を策定

しました。 

公共施設等総合管理計画では、第１期計画期間を平成２９年度から令和８年度までと設

定し、本町の保有している公共施設全体の将来の整備の方針設定を示しており、今後は、

質と量の最適化を目指す公共施設マネジメントを推進するため、具体的に適正化する施設、

長寿命化する施設を抽出し、個々の施設整備計画を定めるため「横芝光町個別施設計画」

（以下、「本計画」という。）を策定したものです。 

 

 

 

２ 公共施設全体の更新費用                                    

 全ての公共施設等の更新費用を試算した結果、今後４０年間で 365.6 億円（年平均 9.1 億

円）掛かることがわかりました。直近５年間の公共施設に掛かった投資的経費は平均 6.92 億

円ですので、今後約 2.18 億円（年平均）の増額が見込まれます。 

 また、土木系公共施設を合わせると、今後４０年間で 809.7 億円（年平均 20.2 億円）掛か

る結果となります。 
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３ 計画の位置づけ                                             

本計画は、公共施設等総合管理計画の下位計画として、公共施設等総合管理計画で定め

た公共施設等の管理に関する基本的な方針に即し策定しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 計画の期間                                                  

計画期間は、公共施設等総合管理計画の計画期間との整合性の観点から、令和８年度ま

での７年間とします。更新については、定期的な見直しを実施し、現状や将来の見通しに

係る公共施設等の管理に関わる前提条件を整理し、現状と課題を最新に更新したうえで、

必要に応じて各種事業計画の見直しを図ります。 

 

年度 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9～ 
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必要に応じ見直し 

 

2 



 

５ 優先順位の考え方                                            

公共施設を計画的に維持管理していくためには、適切な工事を実施する必要があります。

しかし、本町の財政状況を考慮しますと、すべての工事に対応できる財政的な余力はなく、

一定程度の判断基準を設定し、優先すべき工事の検討・決定を行う必要があります。その

ため判断基準として、公共施設の安全性、機能性、経済性、社会性の他、利用状況や劣化

度等の観点から総合的に判断を行います。ただし、すでに利用されている公共施設におい

て、安全性が損なわれている施設や機能性が低下している施設については、優先的に改修

等の工事を実施することとします。 

 

【工事の優先順位の考え方】 

視点 判 断 内 容 

安全性 

災害時や現状のまま放置しておくと利用者に対して、直接または間接に、人

的及び物理的被害を及ぼす恐れがあるもの 

（例：消防設備の不備、部材等の落下） 

施設及び敷地において、悪影響を及ぼす恐れがあるもの 

（例：機器故障による異音） 

改修により施設の長寿命化・耐震化・機能改善が見込まれるもの 

（例：屋根防水の改修、外壁塗装、亀裂補修等、躯体の構造的強度の低下防

止のための改修） 

機能性 
設置当初の要求事項が満たせなくなったもの 

（例：漏水・雨漏り、設備機器の故障等による停止） 

経済性 
予防保全によるライフサイクルコストの低減が見込まれるもの 

（例：早期対応により、損害の拡大・費用増大を防止できるもの） 

社会性 
住民・利用者や社会のニーズの変化により、利用者満足度を満たせなくなっ

たもの（例：LED 電灯への交換、バリアフリー、省エネルギー化等） 

 

 

６ 施設の状況（劣化度の設定）                                   

別添１０「個別施設計画」に記載のとおり、劣化度を劣化の進行状況に応じて、A,B,C,D

の区分で評価基準により設定しました。施設の劣化度については、対象となる建物全般に

ついて屋上や外壁、建物内への立ち入りによる目視等による簡易劣化調査を実施しました。 

なお、詳細診断については、耐用年数を目安に適切な時期に専門業者を活用して施設ご

とに診断を実施し、効果的な長寿命化の可否などの検討を行うこととします。 
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【劣化度の設定】 

劣化度 評 価 基 準 

A 概ね良好な状態 

B 局所的に劣化が見られ、部分的な補修等が必要な状態 

C 広範囲に劣化が見られ、大規模な補修が必要な状態 

D 劣化の程度が大きく、大規模な改修が必要な状態 

 

 

 

７ 対策内容と実施時期                                         

別添１０「個別施設計画」に記載のとおり。 

 

 

８ 対策費用                                                

別添１０「個別施設計画」に記載のとおり。 

※記載内容は令和元年度時点における保有状況を記載していますが、対策費用について

は、随時見直しを行うこととし、この計画により予算が確定されるものでありません。  
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